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１ リニア中央新幹線「京都駅ルート」の実現 

（国土交通省） 

 

リニア中央新幹線の整備は，21世紀の我が国の国土軸のあり方に関わる極めて重

要な国家政策であります。しかし，平成23年５月に決定された現在の整備計画は，

今から40年前の昭和48年に全国新幹線鉄道整備法に基づく「中央新幹線」の基本計

画として決定する際に，超電導リニアの技術を前提とせず，東海道新幹線の老朽化

や事故に備えた代替ルートとして策定された「第二東海道新幹線」としてのルート

が，その後一度も検証されることなくそのまま踏襲されたものです。 

リニア中央新幹線の整備ルートについては，利用者便益や経済波及効果等につい

て複数のルートを比較検討し，国家政策として決定すべきと考えます。 

また，名古屋・大阪間の開業が，東京・名古屋間の開業（平成39年予定）から18

年遅れることになる現在の計画では，東京一極集中が更に加速しかねません。 

千年を超えて，日本の精神文化，ものづくり，学術，文化，芸術，宗教等の中心

として，多くの国賓をはじめ，国内外の人々を魅了し続けてきた都市であり，既存

の鉄道ネットワークとの結節に優れた京都を通らないルートで整備されることは，

我が国にとって大きな損失になるものと考えます。 

つきましては，既存の鉄道とのネットワークの形成や，利用者便益の観点から，

日本の未来にとって最適なルートを比較検討していただくとともに，国家政策とし

てリニア中央新幹線の整備を推進し，その効果を最大限に発揮させるために，次の

とおり求めます。 

 提案・要望事項 

  リニア中央新幹線「京都駅ルート」の実現     

１ 「京都駅ルート」の実現 

２ リニア中央新幹線の国家プロジェクトとしての整備及び東京・大阪間の同時

開業のための支援 

３ 国際拠点空港である関西国際空港へのリニア延伸によるアクセス改善 

 

所管の省庁課：国土交通省（鉄道局幹線鉄道課） 

京都市の担当課：都市計画局 歩くまち京都推進室 計画推進課長 中島良彰 TEL 075-222-3483 

 

 



 

○○○○名古屋駅名古屋駅名古屋駅名古屋駅～～～～新大阪駅新大阪駅新大阪駅新大阪駅のルートのルートのルートのルート比較 比較 比較 比較 

  

 

 

 

 

 
 

 

                           

 

         

   １    １    １    １ 「「「「京都駅京都駅京都駅京都駅ルートルートルートルート」」」」のののの実現実現実現実現 

    ２     ２     ２     ２ 「「「「リニアリニアリニアリニア中央新幹線中央新幹線中央新幹線中央新幹線」」」」のののの国家国家国家国家プロジェクトとしてのプロジェクトとしてのプロジェクトとしてのプロジェクトとしての整備及整備及整備及整備及び び び び 

      東京      東京      東京      東京・・・・大阪間大阪間大阪間大阪間のののの同時開業同時開業同時開業同時開業のためののためののためののための支援 支援 支援 支援 

    ３     ３     ３     ３ 国際拠点空港国際拠点空港国際拠点空港国際拠点空港であるであるであるである関西国際空港関西国際空港関西国際空港関西国際空港へのリニアへのリニアへのリニアへのリニア延伸延伸延伸延伸によるアクセスによるアクセスによるアクセスによるアクセス改善改善改善改善     

 京都駅ルート 現行計画 利用者数推計（乗降客数）※ 

短縮 

時間 

東京～大阪 △ 75分 △ 78分 大阪駅11,399千人/年 

東京～京都 △ 71分 △ 41分 京都駅11,831千人/年 

東京～奈良 △ 71分 △ 94分 奈良駅11,857千人/年 

利用者便益 約2,070億円/年 約 1,880 億円/年  

（「明日の京都の高速鉄道検討委員会」資料より作成） 

※ 利用者便益とは・・・ 

  東京・大阪間の利用者の移動時

間の短縮効果を 1 分当たり 40 円

（国土交通省「鉄道プロジェクト

の評価手法マニュアル」から算定）

として換算したもの 

※ 事業者便益とは・・・ 

  乗客がリニアへシフトすること

による東海道新幹線の削減可能な

運行経費 

リニアリニアリニアリニア中央新幹線中央新幹線中央新幹線中央新幹線「「「「京都駅京都駅京都駅京都駅ルートルートルートルート」」」」のののの実現 実現 実現 実現 

利用者便益利用者便益利用者便益利用者便益，，，，事業者便益事業者便益事業者便益事業者便益，，，，経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果のいずれものいずれものいずれものいずれも，，，，

京都駅京都駅京都駅京都駅ルートがルートがルートがルートが現行計画現行計画現行計画現行計画のルートをのルートをのルートをのルートを上回上回上回上回っているっているっているっている！ ！ ！ ！ 

※全国幹線旅客純流動調査結果に基づく試算 

京都駅京都駅京都駅京都駅ルートルートルートルートとととと現行計画 現行計画 現行計画 現行計画 



 

２ 東京オリンピック・パラリンピック等の開催を見据えた 

「観光立国・日本 京都拠点」の更なる充実 

（観光庁，外務省） 

 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック，2019 年のラグビーワールドカップ，

更には，2021 年に関西での開催が決定したワールドマスターズゲームズは，日本が

国際社会の中で存在感を高め，日本全体に希望をもたらす絶好の機会であります。 

 この機会を生かし，「観光立国・日本」を実現するためには，国際競争力の高い魅

力ある観光地を活用することが重要と考えます。 

 京都は，日本の精神文化の拠点であり，伝統，文化，ものづくり，自然，学術，

宗教，おもてなしを体現する我が国を代表する都市であり，その魅力をさらに高め，

海外に発信することが，訪日外国人旅行者数を拡大する大きな原動力となります。 

 つきましては，「観光立国・日本」の実現に向け，次のとおり求めます。 

 提案・要望事項 

１ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック等の開催を見据えた観光客受入環境 

 の整備など「観光立国・日本 京都拠点」の更なる充実 

   ＩＬＴＭ等を活用したラグジュアリー層やＭＩＣＥの積極的誘致 

   民間投資の促進等による多言語対応，無料Wi-Fi，買い物環境，ユニバーサル

観光の推進，ハラール対応など外国人観光客受入環境整備 

   次世代の観光産業を担う人材育成 

   総合特区支援利子補給金予算の増額による宿泊施設や商業施設等の産業観光

施設の整備促進 

２ 海外日本大使館，在日海外大使館等との連携 

  京都セミナーの開催や海外における京都の伝統産業，京料理や日本酒を代表

とする和食など食文化の紹介 

  各国要人やラグジュアリー層向けの誘致の展開 

３ 中国など新興国からの訪日観光促進のための観光査証の免除を含めた発給手続

きの簡素化  

 

所管の省庁課：観光庁（総務課） 外務省（領事局外国人課）  

京都市の担当課：産業観光局 観光MICE推進室 担当部長 九鬼令和 TEL 075-222-4130 

産業観光局 観光MICE推進室 観光おもてなし課長 砂川敬 TEL 075-222-4130 

総合企画局 政策企画室 政策企画課長 西尾直樹 TEL 075-222-3035 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え， 

観光立国実現に向けて，「観光立国・日本 京都拠点」を更に充実させることが必要！ 

歴史都市・京都の魅力 

  山紫水明の自然           歴史都市 

 ～市内の4分の 3は森林～      ～国宝の20％，重要文化財の15％が京都に～ 

  宗教都市              文化芸術都市 

 ～精神文化の拠点～         ～茶道，華道，香道，能，狂言，芸術系大学～ 

  環境先進都市            国際都市・多文化共生都市 

 ～京都議定書誕生の地～       ～世界文化自由都市宣言～ 
 

 その他にも，「大学のまち・学生のまち」，「ものづくり都市」，「ものがたりづくり都市」，

「教育先進都市」など，多様な都市の特性で世界の人々を魅了し続けるまち・京都 

京都市の取組 

  入洛観光客5,000 万人の達成（平成20年） 

  MICE 振興の重要性に鑑み，他の自治体に先駆けて「京都市 MICE 戦略」を策定するととも
に，「未来・京都観光振興計画2010＋5」を策定（平成22年） 

  ⇒2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に照準を合わせ，次期観光振興計画を予
定より前倒しして，平成26年秋に策定予定 

  観光庁と共同プロジェクト「観光立国・日本 京都拠点」を開始（平成23年１月～） 

 

 

 

 

 

 

 「グローバルMICE 戦略都市」に選定され（平成25年６月），観光庁と共同事業を実施中 

  京都ならではのおもてなしの向上に向けた取組を推進 

   観光案内標識アップグレード，京都どこでもインターネット「KYOTO_WiFi」の整備， 

   京都観光の未来を支える担い手育成，観光客に特化した帰宅困難者対策， 

   ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュ制度の創設，バス・鉄道乗換アプリで最適交通案内 等 

世界の旅行情報誌でも高い評価！ 

・「コンデナストトラベラー」 

  →「アジア都市部門（2013）」（アジア）で１１１１位 位 位 位 

・・・・「トラベルアンドレジャー」 

 →「世界観光都市ランキング(2013)」（世界）で５５５５位位位位 

提案事項 
 ILTM Japan の充実や MICE 共同誘致の推進，外国人観光客受入環境整備など， 

                                 「観光立国・日本 京都拠点」の更なる拡充を！ 

5000万人感動都市の実現へ！ 

≪多言語コールセンターの実施≫ 

●平成23年９月から実施 

●３言語（英・中・韓）で 

 24時間対応 

●宿泊施設，市バス・地下鉄施設 

 で実施 

●平成25年５月から大津市・奈良 

 市にも利用を拡大 

 

≪ILTM Japan の開催≫ 

●第１回 

・平成25年３月開催 

・58社のバイヤーの他， 

 宿泊施設やメディア関係者 

 も含め200名が参加 

●第２回 

 平成 26年３月開催予定 

日本日本日本日本でででで唯一京都唯一京都唯一京都唯一京都でででで開催 開催 開催 開催 
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３ 文化庁関西分室の継続設置及び更なる機能拡充 

（文化庁） 

 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック，2019 年のラグビーワールドカップ

の開催が決定し，更には，先日，2021 年のワールド・マスターズ・ゲームについて

も，関西での開催が決定しました。これを機に，日本に対する世界中の関心が高まる

ことは確実であり，日本文化を世界に発信する絶好の機会が到来しております。 

こうした中，国におかれましては，2020 年を目標年次とする「文化芸術立国中期

プラン」の策定に取り組まれ，世界に誇る日本各地の文化力を維持，継承，発展させ，

世界への発信力を強化していくことを目指されています。 

東京オリンピック・パラリンピックの効果を，東京にとどまらずに，全国の隅々ま

で行き渡らせるためには，多くの歴史的・文化的資源が集積する関西，とりわけ，日

本の精神文化の拠点であり，伝統，文化，ものづくり，自然，学術，宗教，おもてな

しを体現する我が国を代表する都市である京都が果たす役割，責任は極めて大きいと

考えます。 

現在，京都にある文化庁関西元気文化圏推進・連携支援室（関西分室）は，今年度

末が設置期限ですが，京都から日本の文化力を強力に発信し，我が国全体の文化芸術

の振興を図るためには，来年度以降の継続設置はもとより，更なる機能拡充が不可欠

です。 

つきましては，文化芸術立国の実現を図るために，次のとおり求めます。 

提案・要望事項 

１ 京都市への文化庁の移転を見据えた関西分室の平成 26 年度以降の継続設置及

び更なる機能拡充 

２ 国内外の文化芸術関係の人材・情報が集積し，アーティスト・イン・レジデン

ス事業をはじめとする各種事業の拠点である京都芸術センターと関西分室との機

能の一体化 

３ 京都から関西，全国へ文化芸術の発信を行うため，オール京都体制で実施する

「京都国際現代芸術祭」（平成27年 3～5月）などへの支援 

 

 

所管の省庁課：文化庁（長官官房政策課） 

京都市の担当課：文化市民局 文化芸術企画課 計画推進担当課長 木村武志 TEL 075-366-0033 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化庁文化庁文化庁文化庁，，，，府及府及府及府及びびびび市市市市がががが連携連携連携連携をををを更更更更にににに強強強強めることによってめることによってめることによってめることによって，，，，    
これらのこれらのこれらのこれらの事業事業事業事業のののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実をををを図図図図ることができますることができますることができますることができます。 。 。 。 

京都への文化庁の機能移転を見据えた取組 

◇ ◇ ◇ ◇ 古典文化古典文化古典文化古典文化のののの振興拠点 振興拠点 振興拠点 振興拠点 

 日本の伝統文化に親しみ，日本の心を伝える古
典の振興を図り，古典に親しむ機運の醸成と古
典関連教育推進のための拠点とする。 

    
◇ ◇ ◇ ◇ 日本版日本版日本版日本版アーツカウンシルのアーツカウンシルのアーツカウンシルのアーツカウンシルの関西拠点 関西拠点 関西拠点 関西拠点 
    大学のまち・京都ならではの人的資源を活か
し，西日本を管轄するアーツカウンシルの拠点
として，文化芸術創造活動の支援を行う。 

 

◇ アーティスト・イン・レジデンスの◇ アーティスト・イン・レジデンスの◇ アーティスト・イン・レジデンスの◇ アーティスト・イン・レジデンスの総合総合総合総合
情報情報情報情報・・・・施設間連携施設間連携施設間連携施設間連携のののの拠点 拠点 拠点 拠点 

    アーティスト・イン・レジデンスに先進
的に取り組んでいる京都を拠点として，
関連施設の総合情報化及び連携を強化す
るとともに，国内外への発信を図る。 

◇ ◇ ◇ ◇ 文化発信文化発信文化発信文化発信・・・・国際文化交流国際文化交流国際文化交流国際文化交流のののの推進 推進 推進 推進 
 京都が有するメディア関連の豊かな資源
を活用した「文化庁メディア芸術祭」の
京都開催の定例化や「京都国際舞台芸術
祭」の実施など，国際文化交流の統括拠
点の一つとする。 

 
文化庁関西分室の機能の更なる拡充のためには，関西各地をはじめ国内外の文化

芸術関係の人材・情報が集積している京都芸術センターとの機能の一体化が必要！ 

文化庁分室機能の更なる拡充のための 

京都芸術センターとの機能の一体化 

 

海外発信海外発信海外発信海外発信やややや人材育成等人材育成等人材育成等人材育成等についてについてについてについて，，，，文化庁文化庁文化庁文化庁

分室分室分室分室とととと京都市京都市京都市京都市（（（（京都芸術京都芸術京都芸術京都芸術センターセンターセンターセンター），），），），京京京京

都府都府都府都府とのとのとのとの協力協力協力協力によりによりによりにより，，，，京都及京都及京都及京都及びびびび関西関西関西関西のののの強強強強

みであるみであるみであるみである日本日本日本日本をををを代表代表代表代表するするするする歴史歴史歴史歴史・・・・文化資産文化資産文化資産文化資産

をををを活活活活かしたかしたかしたかした事業展開事業展開事業展開事業展開をををを図図図図るるるる。。。。    

「関西元気文化圏」推進・連携支援室 

設置：平成１９年１月 

場所：京都府庁旧本館 

（平成２４年４月～平成２６年３月） 

京都芸術センターの活動 

 明治２年に建設された元明倫小学校を活用し，平成12年４月開設 

 平成 20年７月に国の登録有形文化財に登録 

 
 
    

○○○○制作活動制作活動制作活動制作活動のののの支援支援支援支援・・・・情報情報情報情報のののの発信発信発信発信・・・・芸術家芸術家芸術家芸術家とととと市民市民市民市民とのとのとのとの交流交流交流交流のののの場 場 場 場 

 ・自主事業・共催事業として，年間約250件の公演，展覧会等を実施 

 ・芸術家による制作活動を支援するための，制作室（12室）の無償提供  など 

○○○○国際交流国際交流国際交流国際交流のののの取組 取組 取組 取組 

 ・アジア唯一のドイツのレジデンスであるゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川などと連携

し，センター開設当初からアーティスト・イン・レジデンスを実施（実績：18 箇国，53 名の

芸術家を受入れ，創作活動等を実施） 

 ・平成24年 6月，文化庁主催のアーティスト・イン・レジデンス関連団体と意見交換会を開催 

主主主主なななな機能機能機能機能とととと活動状況 活動状況 活動状況 活動状況 

◇ ◇ ◇ ◇ 東京東京東京東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック等等等等のののの開催決定開催決定開催決定開催決定をををを契機契機契機契機
としたとしたとしたとした文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの実施 実施 実施 実施 

 平成32年の東京オリンピックの開催決定 
 を契機に，日本の伝統文化を再認識した， 
 おもてなしの心を深化させるプログラム 
 を実施する。 

◇ ◇ ◇ ◇ 京都国際現代芸術祭京都国際現代芸術祭京都国際現代芸術祭京都国際現代芸術祭のののの開催 開催 開催 開催 
 平成27年３～５月に，現代美術を中心と
する国際的な芸術祭を開催する。  

◇ ◇ ◇ ◇ 東東東東アジアアジアアジアアジア文化圏文化圏文化圏文化圏のののの構築 構築 構築 構築 
 東アジアの人的・文化的交流の拠点とす
るため，国際日本文化研究センターなど，
京都の大学や研究機関を活かした，「東ア
ジア共生会議」を開催する（平成25年 12
月開催）。 

 
 



 

 

 

  

４ 新たな世界遺産登録をはじめとする京都の歴史的・文化的資

産の保存・継承・活用 

（文化庁） 

 

 歴史都市・京都には，世界遺産「古都京都の文化財」（平成６年12月に登録）を構

成する17件の社寺・城のうち14件が所在していますが，この他にも，世界遺産に匹

敵する価値を有する数多くの文化資産や美しい景観が存在しています。 

 京都市では，これらの価値を国内外に発信するとともに，未来に引き継ぐため，  

これまでから，世界遺産の追加登録に向けた調査・検討に取り組んでいます。 

 さらに，京都には，その歴史や魅力が十分に知られず維持・継承が危ぶまれている

建物や庭園，長い歴史の中で種々の手法を凝らして引き継がれてきた無形文化財など

が数多く存在します。 

 これら有形・無形の文化遺産についても，確実に未来に引き継ぐため，本市独自に

保存・継承・活用等の充実に取り組んでおり，平成25年 10月には「京都をつなぐ無

形文化遺産」として「京の食文化」を選定しました。 

先般，「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコの無形文化遺産への記載勧告

を受けたことを契機として，歴史的・文化的資産の世界に向けた発信や，保存・継承・

活用の取組を更に発展させるために，次のとおり求めます。 

提案・要望事項 

１ 京都における新たな世界遺産の登録に向けた支援  

   「和食」の保護継承のための「高等教育機関」の設置支援など，「和食」の無 

  形文化遺産登録を契機とした振興策の充実 

   「日本遺産」の対象資産の拡大 

   「世界遺産暫定一覧表」の登録拡大 

２ 建物・庭園に対する相続税，固定資産税の税制優遇措置の創設など，文化財に

匹敵する価値を有する有形・無形の文化遺産の保存・継承・活用策の充実 

 

所管の省庁課：文化庁（文化財部記念物課，参事官，伝統文化課） 

京都市の担当課:文化市民局 文化財保護課長 川妻聖枝 TEL 075-366-1498 

産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室 担当部長 九鬼令和 TEL 075-222-4130 



 

 

 

 

 

 

○ 京都には，世界遺産「古都京都の文化財」を構成する１７件の社寺・ 

 城の他にも，世界遺産に匹敵する価値を有する数多くの文化資産が存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜京都市独自の取組＞  

市民が残したいと思う“京都を彩る建物や庭園”制度 

 市民が京都の財産として残したいと思う，京都の歴史や文

化を象徴する建物や庭園を公募によりリスト化 

 平成 25年 10月現在で144件を選定。選定リストのうち 

特に価値が高いと評価された27件を認定 

“京都をつなぐ無形文化遺産”制度 

 「京の食文化」や「花街の文化」，「地蔵盆」などをはじめとする京都の特徴的な無形

文化遺産を“京都をつなぐ無形文化遺産”として選定するこ

とで，その価値を再発見，再認識し，内外に魅力を発信する

とともに，将来に引き継いでいこうという市民的機運を醸成        

 平成 25年 10月，和食の原点とも言える京料理や京都の 

家庭のおかず（おばんざい）をはじめとする「京の食文化」  

を選定                

 第２号として，「花街の文化」の選定を予定 

 

 

 

 文化財の宝庫 

・国宝 

 ２０７件（全国比１９．１％） 

・重要文化財 

 １，８４６件（全国比１４．３％)   

 
         ※京都市内の件数 

琵琶湖疏水 

・明治23年完成 

・今もなお，京都に琵琶湖 

 の水を供給 

・岡崎地域の別邸群ととも 

 に文化的景観を構成 

 

 京都が誇る歴史的，伝統的な景観や文化，文化財を世界に発信するとともに，保存・継

承・活用していくために，京都における新たな世界遺産の登録に向けた支援を！ 

京都における新たな世界遺産の登録に向けた支援 

有形・無形の文化遺産の保存・継承・活用策の充実 

本制度で認定された湯川秀樹旧宅 

 日本の伝統的，歴史的な文化や景観を将来に引き継いでいくためにも，文化財に匹敵す

る価値を有する有形・無形の文化遺産の保存・継承・活用策の充実が必要！ 

 ○建物・庭園に対する相続税や固定資産税の税制優遇措置制度の創設 など 

「京の食文化」を第１号として選定 



 

５ 日本文化を世界に発信するための国立京都国際会館の整備 

（財務省・国土交通省・観光庁） 

 

 京都は,1200 年を超える悠久の歴史の中で磨き上げられた華麗で繊細な文化・芸術が

息づく山紫水明のまちであり, 御所や迎賓館を有する日本文化の神髄ともいうべき

「和」の美意識の発祥の地でもあります。こうしたことから国際会議等の参加者に我

が国の歴史・文化に直接触れることを通じて，我が国への理解を深めていただくこと

は京都の責務であると考えており，この責務を果たすため，国際社会における我が国

の国力向上にもつながる，国際会議の誘致を推進していかなければならないと考えて

おります。 

 しかしながら，国際会議の規模の大型化・形態の多様化の傾向が顕著となる中，現

行では 1,840 名しか収容できないという圧倒的なスペース不足のために，京都が国内

の選考段階で外され,結果として他国開催となったケースも多くなっています。 

  また,施設規模だけでなく，展示等のスペースにも利用可能な多目的施設であること

も求められており, シンガポール，中国等のアジア諸国をはじめ世界各国では，こう

した会議の大型化・多様化に対応できる施設が整備され，5,000 人が収容でき，それに

見合う展示ができる多目的ホールが世界のスタンダードとなっています。 

 つきましては，世界に向けた日本文化の発信に貢献するため，国際的な競争力を有

する施設として当会館を整備いただきたく，次のとおり求めます。 

 

 提案・要望事項 

日本文化を世界に発信するための国立京都国際会館における 5,000 人が収容で

き，それに見合う展示ができる多目的ホールの早期整備  

 

所管の省庁課：財務省（理財局国有財産業務課） 国土交通省（大臣官房官庁営繕部計画課） 

       観光庁（観光資源課） 

京都市の担当課：総合企画局 政策企画室 担当課長 金谷勝巳 TEL 075-222-3033 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館（Ｓ41（Ｓ41（Ｓ41（Ｓ41 年年年年～）～）～）～）    

外観外観外観外観    

◆ ◆ ◆ ◆ 国内外国内外国内外国内外のののの主要主要主要主要なななな国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場のののの状況 状況 状況 状況 

国名 会議場名 

メイン 

会議場 

収容人数 

メイン 

展示場 

面積 

日本 日本 日本 日本 国立京都国際会館 国立京都国際会館 国立京都国際会館 国立京都国際会館 1,840名1,840名1,840名1,840名    3,000㎡3,000㎡3,000㎡3,000㎡    

日本 国立横浜会議場（ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜） 5,000名 20,000㎡ 

日本 東京国際フォーラム 5,000名 5,000㎡ 

韓国 ｺｴｯｸｽ会議・展示ｾﾝﾀｰ(ｿｳﾙ） 7,000名 10,000㎡ 

中国 香港会議・展示センター 8,000名 20,000㎡ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国際会議・展示場 12,000名 12,000㎡ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ メルボルン国際会議場 5,500名 30,000㎡ 

 

課   題 

現  状 

◆ ◆ ◆ ◆ 国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館のスペースのスペースのスペースのスペース不足不足不足不足によりによりによりにより，，，，開催開催開催開催がががが見送見送見送見送られたられたられたられた会議会議会議会議のののの事例 事例 事例 事例 

年度 国際会議名 要請スペース 開催地 

25 国際小児科学会 5,000人規模の会議ｽﾍﾟｰｽ，12,000㎡の展示場 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

25 国際腎臓学会 3,000人規模の会議ｽﾍﾟｰｽ，10,000㎡の展示場 香港 

 

○ ○ ○ ○ 5,000名5,000名5,000名5,000名がががが収容収容収容収容できできできでき，，，，それにそれにそれにそれに見合見合見合見合うううう展示展示展示展示ができるができるができるができる多目的多目的多目的多目的ホールがホールがホールがホールが世界世界世界世界のスタンダードのスタンダードのスタンダードのスタンダード 

多目的ホールを新たに整備することによる効果 

外観外観外観外観    

大会議場大会議場大会議場大会議場（1,840（1,840（1,840（1,840 名収容名収容名収容名収容））））    

豊かな自然環境 宗教や芸術文化の集積 高品質な伝統工芸 

日本文化日本文化日本文化日本文化のののの神髄神髄神髄神髄ともいうべきともいうべきともいうべきともいうべき京都京都京都京都 で国際会議を開催することで日本文化を世界に発信する。 

※ スペース※ スペース※ スペース※ スペース不足不足不足不足によりによりによりにより，，，，駐車場駐車場駐車場駐車場に5,000に 5,000に 5,000に 5,000 ㎡㎡㎡㎡のののの仮設仮設仮設仮設テントをテントをテントをテントを張張張張りりりり，，，，開催開催開催開催されたされたされたされた会議会議会議会議のののの事例 事例 事例 事例 
  22年度 日本循環器学会総会・学術集会（18,000 人規模） 
  23年度 国際血栓止血学会      （ 4,600 人規模） 
  24年度 日本整形外科学会学術総会  （10,000 人規模） 

国際貢献の機会を増やし，国際社会における日本の国力向上に 

大きく寄与することができる。 



 

６ 医療等の国際イノベーション拠点形成に資する国家戦略 

特区への地域指定 

（内閣官房） 

 

 国において総理主導の下で大胆な規制改革を講じるために進められている「国家戦

略特区」については，我が国の経済成長をけん引する国際的なビジネス拠点の形成や

医療等の国際イノベーション拠点の形成などに向け，期待が高まっております。 

 京都市においては，京都大学でのｉＰＳ細胞をはじめとした再生医療に係る世界最

先端の研究など，多くの基礎研究のうえに，創薬，治療，医療機器開発に係るシーズ

が蓄積されています。加えて，産学公連携による研究開発体制が構築されており，優

れたポテンシャルがあります。これらのポテンシャルは，関西の他の大学・研究機関

等と連携することにより，より一層の効果が期待できます。 

 しかしながら，これらの取組を更に推進するためには，臨床研究から事業化の過程

における各種の規制が障害となっており，その緩和が不可欠です。 

 現在，国家戦略特区の創設に向け議論がされておりますが，革新的創薬や医療機器

開発等，医療分野におけるイノベーションの促進と事業化への加速，更には海外展開

による日本経済の発展に資するよう，次のとおり，京都市内地区の拠点機関及び関連

プロジェクトを国家戦略特区に指定していただくことを求めます。 

 提案・要望事項 

  医療等の国際イノベーション拠点形成に資する国家戦略特区への地域指定 

  ＜拠点となる機関＞ 

   京都大学ＣｉＲＡ，京都大学病院，京都大学先端医療機器開発・臨床研究セ 

   ンター，京都大学メディカルイノベーションセンター，京都府立医科大学等 

  ＜拠点機能の強化プロジェクト＞ 

   京都大学統合的放射線がん治療の国際拠点整備及び次世代機器開発 

   京都大学メディカルイノベーションセンターの産学連携による革新的創薬 

  ＜規制緩和要望項目＞ 

   保険外併用診療の適応拡大，病床の新設・増設の容認 

   研究者等の有期雇用期間の制限緩和 

 

所管の省庁課：内閣官房（地域活性化統合事務局） 

京都市の担当課：総合企画局 政策企画室 政策企画課長 西尾直樹 TEL 075－222－3035 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                

            

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

京都地区における医療分野での革新的プロジェクト  

医療分野における京都地区の拠点と関西での連携  

 

 

 

   
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家戦略特区への指定 

京都府立医科大学 京都府立医科大学 京都府立医科大学 京都府立医科大学 
体性幹細胞を用いた角膜再生  

手術ナビシステムの開発 

京大京大京大京大ＣｉＲＡ ＣｉＲＡ ＣｉＲＡ ＣｉＲＡ 
再生医療の基礎研究拠点 

（ｉＰＳバンク） 

 

京大京大京大京大メディカルイノベーションセンタメディカルイノベーションセンタメディカルイノベーションセンタメディカルイノベーションセンターーーー
製薬企業との共同研究・開発 

（４プロジェクト） 

 大大大大    阪阪阪阪    地地地地    区区区区    
 

兵庫兵庫兵庫兵庫・・・・神戸地区神戸地区神戸地区神戸地区    
 理化学研究所  
  「京」等 

PMDA－ＷEST

 

統合的放射線統合的放射線統合的放射線統合的放射線がんがんがんがん治療治療治療治療
のののの国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点のののの整備 整備 整備 整備 
・診療（切らずに治す） 
   （薬物療法併用） 
・次世代機器開発 
・人材育成 

京大京大京大京大メディカル メディカル メディカル メディカル 
イノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンターイノベーションセンター    
（革新的創薬の拠点） 

（中枢神経系制御薬等の開発）

・・・・保険外併用診療保険外併用診療保険外併用診療保険外併用診療のののの適用拡大適用拡大適用拡大適用拡大    

指定による大胆な規制緩和  

患者の受入れ 

中長期にわたる
研究への従事 

次世代医療機器創出 

革新的医薬品創出 

・・・・病床病床病床病床のののの新設新設新設新設・・・・増増増増設設設設のののの容認容認容認容認    

・・・・研究者等研究者等研究者等研究者等のののの有期雇用期間有期雇用期間有期雇用期間有期雇用期間        
    のののの制限緩和 制限緩和 制限緩和 制限緩和 

革
新
的
創
薬
等
に
よ
る
内
外
市
場
の
拡
大 

  
 
 
 
 

先
進
医
療
技
術
等
の
海
外
展
開 

規制緩和の効果 

    京都大学病院 京都大学病院 京都大学病院 京都大学病院 
 臨床研究中核病院 

＜基礎研究等＞ 

＜応用研究等＞ 

＜臨床研究等＞ 

先端医療機器開先端医療機器開先端医療機器開先端医療機器開
発発発発・・・・臨床研究臨床研究臨床研究臨床研究センターセンターセンターセンター    

京大再生医科学研究所京大再生医科学研究所京大再生医科学研究所京大再生医科学研究所

京大京大京大京大ウィルスウィルスウィルスウィルス研究所研究所研究所研究所    

 大 阪 大 学 
循環器病研究センター等  

京都地区京都地区京都地区京都地区    

    ｉＰＳｉＰＳｉＰＳｉＰＳ細胞細胞細胞細胞のののの活用 活用 活用 活用 
・ｉＰＳ細胞を活用した 

 炎症性疾患治療薬・血 

 液がん治療薬 等  角膜移植治療 角膜移植治療 角膜移植治療 角膜移植治療 
・培養角膜内皮細胞移植 
・自家培養口腔粘膜上皮 
 シート移植  

    

統合的放射線統合的放射線統合的放射線統合的放射線がんがんがんがん治療 治療 治療 治療 
・革新的放射線治療 
 （高精度X線・陽子線） 
・薬物療法 
・次世代機器開発 

    革新的医薬品革新的医薬品革新的医薬品革新的医薬品のののの開発 開発 開発 開発 
・核酸医薬品(次世代バイオ 

 医薬品)の事業化 

・中枢神経系制御薬等の開発 

    

疾患組織疾患組織疾患組織疾患組織・・・・情報情報情報情報のののの集積 集積 集積 集積 
・生体試料取扱いの標準化 
・細胞・組織試料の保管 
・病理診断・臨床情報の管理  

革新的革新的革新的革新的プロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトトトト    

ｉＰＳ細胞の提供 

ｉＰＳ細胞の提供 

再生医療 

革新的創薬 

先進医療技術 

共同研究基盤整備 

京都府立医科大学 京都府立医科大学 京都府立医科大学 京都府立医科大学 
（角膜移植等） 

イノベーションによる高度医療の開発及び実用化の促進 

＜＜＜＜医療等医療等医療等医療等のののの国際国際国際国際イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション拠点拠点拠点拠点のののの形成形成形成形成＞＞＞＞



 

７ 保育所待機児童の解消や保育所の耐震化の推進など保育施

策の強化 

                      (厚生労働省) 

   京都市では，平成20年度に創設された国の「安心こども基金」を活用し，保育所

の新設及び分園の設置，増改築による定員拡大に取り組み，小学校就学前児童に占

める保育所入所児童数の割合は政令市トップクラスの水準を確保していますが，就

労希望者の増加に伴い保育需要が高まる中で，待機児童の解消には至っていません。

このため，国の「待機児童解消加速化プラン」に掲げられた支援策も積極的に活用

しながら，早期に待機児童の解消を図ります。 

また，京都市の全保育所の９割を占める民営保育園の耐震化率は 50.4％と全国平

均を下回っています。速やかな耐震化の推進が喫緊の課題であり，これまでから民

営保育園の耐震化に積極的に取り組んできましたが，現行制度の下では，事業者負

担が大きく耐震化が進みにくい状況です。このような状況の下，京都市においては，

平成25年９月に「京都市民営保育園耐震化計画」を策定し，市独自に耐震診断及び

耐震改修に必要な経費に対する助成制度を創設するなど，支援策の充実を図り，早

期の耐震化に向けた取組を推進しています。 

こうした状況を踏まえて，次のとおり求めます。 

 提案・要望事項 

１ 保育所整備等に対する必要な財政措置 

   保育所待機児童解消のための保育所整備等に対する恒久的な財政措置及びそ

の実現までの間における「安心こども基金」の延長及び拡充 

２ 民営保育園の耐震化に対する必要な財政措置 

   耐震化促進に対する継続した財政措置 

  耐震改修に係る事業者負担の更なる負担軽減を可能とするための補助率の 

嵩上げ 

  補助対象，事業者の条件に関する補助制度の要件の緩和 

 

所管の省庁課：厚生労働省（雇用均等・児童家庭局保育課） 

京都市の担当課： 保健福祉局 子育て支援部 保育課長 白澤康徳 ℡ 075-251-2390      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 平成 19 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 21 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 24 年 4 月 平成 25 年 4 月 

保育所 

入所児童数 
25,461 25,572 25,911 26,613 27,464 28,087 28,378 

待機児童数 89 99 180 236 118 122 94 

 平成 25年 4月 

   Ａ 

平成 26年 4月 

（予定） 

平成 27年 4月 

（予定）Ｂ 
Ｂ－Ａ 

待機児童数 ９４人 ０人 ０人 ▲９４人 

認可保育所 
箇所数 ２５４箇所 ２５８箇所 ２６３箇所 ９箇所（※） 

利用児童数 ２８，３７８人 ２８，９２８人 ２９，７５８人 １１１１，，，，３８０３８０３８０３８０人人人人    

認定こども園 
箇所数 － １箇所 ３箇所 ３箇所 

利用児童数 － ３０人 ９０人 ９０人 

小規模保育事業 
箇所数 ２箇所 ５箇所 ８箇所 ６箇所 

利用児童数 ２６人 ６０人 ９０人 ６４人 

家庭的保育事業 箇所数 ４３箇所 ５０箇所 ５７箇所 １４箇所 

利用児童数 ３７６人 ４１１人 ４４６人 ７０人 

京都市における保育所入所児童数と待機児童
（単位：人） 

今後の待機児童対策について 

保育所待機児童解消保育所待機児童解消保育所待機児童解消保育所待機児童解消のためののためののためののための保育所整備等保育所整備等保育所整備等保育所整備等にににに対対対対するするするする恒久的恒久的恒久的恒久的なななな財政措置及財政措置及財政措置及財政措置及びそのびそのびそのびその実現実現実現実現

までのまでのまでのまでの間間間間におけるにおけるにおけるにおける「「「「安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金」」」」のののの延長及延長及延長及延長及びびびび拡充拡充拡充拡充がががが必要必要必要必要！！！！ 

＜本市の保育所等整備計画（予定）＞ 

○保育所の新増設などにより，入所児童数を拡大 

 平成 19 年 4 月以降の取組…新設 7 箇所，増改築 23 箇所，分園整備 9 箇所   

○就学前児童に占める入所児童数の割合は政令市トップクラスの 42.5% 

 

 国の「待機児童解消加速化プラン」に掲げられた支援策を積極的に活用し，早期に

待機児童の解消を図る。 

 京都市の計画では，平成 25・26 年度の２年間で合計約 1,600 人分の整備を予定。 

 
（認可保育所について） 
 新設，増改築等含め1,380人分の整備が必要！ 
 →過去 3 年整備実績の約 1.5 倍 

※新設保育所の想定数，増改築による定員増と合わせ 1,380 人の定員増を図る。 



 

 

  

                                                   （平成 25年 4月時点） 

棟数 耐震化率 耐震化率 耐震化率 耐震化率 

（（（（参考参考参考参考））））H24.4.1H24.4.1H24.4.1H24.4.1 時点 全国平均時点 全国平均時点 全国平均時点 全国平均     
（A） 

耐震性有

（B） 
耐震性未確認 （（（（B/AB/AB/AB/A） ） ） ） 

268 135 133 50.4% 76.4% 50.4% 76.4% 50.4% 76.4% 50.4% 76.4% 

 

 

 

 

 

 

  

【耐震診断及び耐震改修に必要な経費に対する本市独自の助成制度を創設】 

 ＜年次取組＞ 

年度 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ 

取組

内容 

 

          

 

＜耐震改修に係る負担割合＞ 

 
期間 

国 

（安心こども基金） 
本市 事業者 

耐震化集中 

取組期間 
平成２６～３０年度 ５０％ ３５３５３５３５％ ％ ％ ％ １５１５１５１５％ ％ ％ ％ 

負担割合 

逓減期間 

平成３１年度 ５０％ ３３３３３３３３％ ％ ％ ％ １７１７１７１７％ ％ ％ ％ 

平成３２年度 ５０％ ３１３１３１３１％ ％ ％ ％ １９１９１９１９％ ％ ％ ％ 

平成３３年度 ５０％ ２９２９２９２９％ ％ ％ ％ ２１２１２１２１％ ％ ％ ％ 

【参考】 

基本負担割合 

 

 ５０％ ２５２５２５２５％ ％ ％ ％ ２５２５２５２５％ ％ ％ ％ 

京都市における民営保育園耐震化の状況 

○ 全国平均を大きく下回る民営保育園の耐震化促進が喫緊の課題！ 

○ 耐震化促進のためには事業者の負担軽減が必要！ 

計画期間 平成 25 年度～33 年度（9 年間） 

耐震診断の受診 
平成 25 年度～２７年度 

（３年間） 

耐震化集中取組期間  
耐震改修に係る 

補助率のかさ上げ 
平成 2６年度～３０年度 

（５年間） 

耐震改修に係る補助率の逓減 
平成３１年度～３３年度 

（３年間） 

耐
震
化
未
済
施
設
の
公
表 

本市独自に約約約約３３３３．．．．４４４４億円億円億円億円を投入

し，事業者負担割合を軽減！ 

「京都市民営保育園耐震化計画」策定（平成２５年９月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民営保育園の更なる耐震化の促進を図るために， 

○ 耐震化促進に対する継続した財源措置を！ 継続した財源措置を！ 継続した財源措置を！ 継続した財源措置を！ 

○ ○ ○ ○ 事業者負担の更なる負担軽減を可能とするための補助率嵩上げを！事業者負担の更なる負担軽減を可能とするための補助率嵩上げを！事業者負担の更なる負担軽減を可能とするための補助率嵩上げを！事業者負担の更なる負担軽減を可能とするための補助率嵩上げを！    

○ ○ ○ ○ 補助制度における対象，事業者の要件緩和を！補助制度における対象，事業者の要件緩和を！補助制度における対象，事業者の要件緩和を！補助制度における対象，事業者の要件緩和を！    

 

本市負担率本市負担率本市負担率本市負担率のののの嵩上嵩上嵩上嵩上げによるげによるげによるげによる本市負担本市負担本市負担本市負担のののの増増増増（（（（見込見込見込見込みみみみ費用費用費用費用））））    約約約約３３３３．．．．４４４４億円億円億円億円    

 嵩上げなしの場合 約１０．６億円 → 嵩上げありの場合 約１４億円 

※平成 30年度まで（10％の本市負担嵩上げ）に耐震性が不足するすべての施設が耐震

化を実施したと想定 

 

 国（安心こども基金） ５０％ 

 

市 ２５％ 

 

事業者 ２５％ 

 

 国（安心こども基金） ５０％ 

現行制度の負担割合 

市 ３５％ 事業者 

１５％ 

本市負担率の１０%嵩上げに

より，事業者負担を軽減！！ 

本市の嵩上げ適用後の負担割合（平成 26 年度～30 年度） 



 

８ 若者の就労支援をはじめとした安定した雇用の創出 

（厚生労働省・経済産業省） 

 

  京都市では，国（京都労働局）・府と緊密に連携しながら，その時々の雇用情勢

に応じた効果的な雇用対策を推進してきました。現在，有効求人倍率や新卒者の就

職内定率の回復等，京都の雇用情勢はゆるやかな改善傾向にありますが，全国と比

較しても高い非正規雇用者の割合の増加，事業所数の減少等，安定した雇用の創出

に向けて，多くの課題が残されております。 

  本市では，これらの課題を解決するため，緊急雇用創出事業の基金の財源を活用

し，平成 22年度から WEB サイト「京のまち企業訪問」により，2,400 社を超える京

都企業の情報を発信するとともに，登録企業が参加する合同企業説明会を開催して

きました。加えて，平成23年度からは，同基金を活用し，大学低年次の在校生をは

じめ，早期から若者の就職に対する意識改革を図るため，各種セミナーの開催や個

別カウンセリング等を実施してきました。 

  緊急雇用創出事業は，平成25年度末に終了することが予定されていますが，若者

や女性等が安心して安定的な雇用に就くために，地方自治体が継続的な支援を実施

することができるよう，次のとおり求めます。 

 提案・要望事項 

 １ 新たな交付金制度の創設 

   若者や女性等の正規雇用や長期的な雇用拡大に向けて，政令指定都市へ直接

交付する新たな交付金制度の創設 

 ２ 平成 25年度末が期限の緊急雇用創出事業の代替措置等 

    重点分野雇用創出事業に代わる新たな雇用創出・人材育成事業の創設 

    起業支援型地域雇用創造事業の要件緩和 

 

所管の省庁課：厚生労働省（職業安定局地域雇用対策室，若年者雇用対策室）  

       経済産業省（経済産業政策局産業人材参事官室）   

京都市の担当課：産業観光局 商工部 中小企業振興課担当課長 山中かおり TEL 075-222-4039 
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京都市京都市京都市京都市のののの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用・・・・非正規雇用者数非正規雇用者数非正規雇用者数非正規雇用者数のののの推移推移推移推移

非正規雇用者数 正規雇用者数 非正規率 正規率 非正規率（全国）

人

＜＜＜＜京都市京都市京都市京都市のののの取組取組取組取組＞＞＞＞ 

 ＷＥＢサイト「京のまち企業訪問」       京都市フルカバー学生等就職支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 景気回復の影響などにより，平成２５年９月の京都市の有効求人倍率は０．９８倍，近畿

の完全失業率は４．１％といずれも改善傾向。 

  一方で，京都市の非正規雇用者数は大きく増加傾向。 

 

 
非正規雇用者非正規雇用者非正規雇用者非正規雇用者のうちのうちのうちのうち，，，，約約約約２２２２割割割割がががが正規正規正規正規でのでのでのでの雇用雇用雇用雇用をををを望望望望んでいるもののんでいるもののんでいるもののんでいるものの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用となっとなっとなっとなっ

ているているているている現状現状現状現状がありがありがありがあり，「，「，「，「望望望望まざるまざるまざるまざる非正規非正規非正規非正規」」」」をををを正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用へへへへ転換転換転換転換するなどするなどするなどするなど，，，，安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用

のののの創出創出創出創出がががが求求求求められているめられているめられているめられている。 。 。 。 

若者や女性等が安心して安定的な雇用に就くためには，自治体の継続的な支援が必要。 

国・府・市の連携の下，政令指定都市が独自に取り組んできた施策を継続できるよう，

また，地域特性にあった有効な施策を新たに実施できるよう，国の支援が不可欠。 

＜25年度 事業予算＞  
 システム管理・運営 
 （一般会計予算：1,451千円） 
 企業開拓等 
 （雇用対策事業特別会計予算：86,879 千円） 
＜25年度 実績＞ 
 アクセス数 １日当たり約６，７００件 
 掲載企業数 ２，４６４社（25.10月末現在） 
＜事業内容＞ 
 魅力ある京都企業の情報を発信し， 若年者の就 
 職を支援するとともに，中小企業振興につなげて 
 いる。 
 登録企業を対象とした合同企業説明会，大学での 
 出張企業説明会及び企業訪問研修会等も開催。 
   

政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市へへへへ直接交付直接交付直接交付直接交付するするするする新新新新たなたなたなたな交付金制度交付金制度交付金制度交付金制度のののの創設創設創設創設をををを！ ！ ！ ！ 

＜25年度 事業予算＞  
 雇用対策事業特別会計予算：80,000千円 
 
＜24年度 実績＞ 
 セミナー等参加者 延べ約８，５００人 
 
＜事業内容＞ 
 概ね４０歳までの離職者等を雇用し，ＣＤＡ 
 （キャリア・ディベロップメント・アドバイザー） 

 の資格取得を通じた就業支援を行うとともに，  
 当該被雇用者が，インターンシップ制度等の機会 
 に恵まれない学生等に対して，就職に向けた人材 
 育成研修を実施し，既卒３年以内の未就職者を含 
 む新卒者等の意識改革から就職までの支援を行 
 っている。 
 

・平成２４年は平成４年と比較して 
 非正規雇用者数が約１４万人増加 

・一方，平成４年以降，正規雇用者数は 
 継続的に減少 

 緊急雇用創出事業の終結に伴う影響を緩和すると

ともに，中小企業の新分野進出や新事業の展開を促

し，新たな雇用の場を生み出す支援策が必要 

正規雇用や長期的な雇用の 
拡大につなげるために 

起業支援型雇用創造事業起業支援型雇用創造事業起業支援型雇用創造事業起業支援型雇用創造事業のののの要件緩要件緩要件緩要件緩和和和和    

・創業後，本社を京都府へ移転した
企業についても京都府の事業の対
象とすること 
・京都府内に事業所（本社はない）
がある企業についても，京都府の事
業の対象とすること 



 

９ 局地的な集中豪雨等に備えた河川，雨水幹線及び排水機場の

整備の推進 

（国土交通省） 

 京都市では，市内380河川のうち340河川を管理し，これまでから，河川改修と下

水の雨水幹線整備を２つの大きな柱とする浸水対策を進めております。昨年の８月に

宇治市等で局地的豪雨による大災害が発生したことを契機に，河川の緊急総点検を行

い，直ちに補正予算を編成し，39河川について緊急対策を実施しました。これらの箇

所については，本年の局地的集中豪雨や台風18号による大きな被害はありませんでし

た。同時に，過去に浸水被害が発生した河川のうち，本格的な治水対策が未着手の普

通河川８河川に対して整備プログラムを策定しました。今後は，台風18号の教訓を踏

まえ，河川ごとの特性に応じた適切な維持管理と普通河川整備プログラムに基づく整

備を推進していきます。 

 また，浸水被害を未然に防ぐために必要不可欠な施設である排水機場については，

長寿命化や耐震化に取り組んでいくことが必要です。加えて，全排水機場を一元監理

するシステムの構築など，より一層の安全対策を講じることが急務となっています。 

 下水道事業においては，過去に浸水が発生した箇所や，集中豪雨時に大きな被害が

予想される京都駅など地下街周辺地区を中心に，10年確率降雨対応の雨水幹線の整備

を進めるとともに，雨水貯留・浸透施設の普及などに取り組んでいます。 

 しかしながら，河川の改修や雨水幹線の整備等には多額の事業費が必要となります。 

 つきましては，局地的な集中豪雨等の災害から，市民の生命・財産・暮らしを守る

ため，次のとおり求めます。 

提案・要望事項 

 １ 嵐山地区や大下津地区等における桂川の洪水対策の推進 

 ２ 普通河川の改修を対象とした国庫補助制度の創設や準用河川改修事業の補助

要件の緩和など財政支援の拡充 

 ３ 河川，水路及び排水機場の維持修繕並びに排水機場に係る新たな一元監理シス

テムの構築に必要な国庫補助制度の創設 

 ４ 下水道の雨水幹線等の浸水対策施設整備に対する国庫補助金の増額 

 

所管の省庁課：国土交通省（水管理・国土保全局河川計画課，治水課，下水道部下水道事業課） 

京都市の担当課：建設局 土木管理部調整管理課 防災・設備管理担当課長 田中伸弥  TEL 075-222-3568 

建設局 水と緑環境部河川整備課長  藤原倫也  TEL 075-222-3591 

上下水道局 下水道部計画課長 石田秀一 TEL 075-672-7841 

 

 

 



現 状現 状現 状現 状 ・・・・ 課 題課 題課 題課 題    

    

 

◎◎◎◎局地的集中豪雨局地的集中豪雨局地的集中豪雨局地的集中豪雨によるによるによるによる浸水対策浸水対策浸水対策浸水対策のためのためのためのため，，，，河川改修河川改修河川改修河川改修，，，，雨水幹線等雨水幹線等雨水幹線等雨水幹線等のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要 
          増水時の普通河川            整備中の雨水幹線  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

◎◎◎◎市民市民市民市民のくらしをのくらしをのくらしをのくらしを守守守守るためるためるためるため，，，，適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のもとのもとのもとのもと，，，，浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐ ぐ ぐ ぐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 桂川の洪水対策の推進（嵐山地区：景観にも配慮し，土砂の浚せつや中洲の木の撤去等の早

急な実施，大下津地区：引堤事業による桂川全体の洪水対策） 

２ 普通河川の改修を対象とした国庫補助制度の創設や準用河川改修事業の補助要件の緩和な

ど財政支援の拡充 

３ 河川・水路及び排水機場の維持修繕及び新たな一元監理システムの構築に必要な国庫補助制 

 度の創設 

４ 下水道の雨水幹線等の浸水対策施設整備に対する国庫補助金の増額 

 

○普通河川の改修事業には多額の費用が必要 ⇒しかし，国庫補助の対象外 

○準用河川の改修事業については補助要件が限定的   ・4億円未満の事業は対象外 

                          ・雨水貯留施設の設置は対象外 

○近年の局地的集中豪雨を踏まえると今後は，流域における総合的な治水対策として位置付けた河

川改修や雨水幹線等の浸水対策施設の整備のスピードアップを図ることが喫緊の課題 

○ 近年多発する局地的集中豪雨に備え，京都市が管理する３４０河川全てを対象とした対策（老朽

化した護岸の部分的な補修や浚渫など）を行うため，継続的な予算を確保することが喫緊の課題 

○ 京都市が管理する３４箇所の排水機場では，老朽化が進んでいることから，早期に耐震化を図る

とともに，適切な維持修繕が必要。また，排水機場の一元監理システムの構築に多額の予算を確保

することが必要。 

  国の補助制度は１級・２級河川に係る排水機場のみが対象であり，本市が管理する多くの排水機

場の維持修繕に係る経費は国の補助対象外。 

傷んだ護岸の補修 （京都市西京区の天井川） 

経年によるクラック

が発生している 

老朽化が進む排水機場 

・都市基盤河川の改修だけでも，今後800億円もの事業費が必要！ 

・その他河川等も含めると更に膨大な事業費が必要！ 

提案提案提案提案・・・・要望事項要望事項要望事項要望事項    



 
10 橋りょうの耐震化や老朽化対策，幹線道路整備や上下水道施

設整備の推進など防災・減災対策の推進 

（総務省・厚生労働省・国土交通省） 

 

  ９月 15 日から 16 日にかけて日本列島を襲った台風 18 号により，わが国で初めて

「特別警報」が発令され，嵐山地区をはじめ各地区，特に山間地域で冠水や土砂災害

が発生し，現在，全力で災害復旧に取り組んでいるところです。 

  こうした自然災害の猛威に対応するためには，避難・物資運搬を担う道路網の確保

が重要であり，本市では，「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」を策定し，橋

りょうの耐震補強や老朽化修繕に取り組んでいます。 

  また，山間部と市街地とを結ぶ地域住民の生命線である道路機能を確保するための

災害防除や幹線道路網の整備にも取り組んでおり，特に，災害時に緊急の輸送道路と

なる幹線道路・連続立体交差の整備については，集中的に投資を行い，早期に完成さ

せる必要があります。 

 さらに，市民生活や事業活動を支えるライフラインである上下水道についても，災 

 害発生時においても機能不全に陥らないよう，老朽化した施設の改築更新とともに， 

 浄水施設，下水処理施設及び管路等の上下水道施設の耐震性の向上などを計画的に進 

 めていくことが必要です。 

  これらの取組を推進するためには，財源の継続的な確保が重要な課題であり，市民

が安心できるまちづくりを推進するため，次のとおり求めます。 

提案・要望事項 

１ 橋りょうの耐震化や老朽化対策，道路防災対策に必要な財源の拡充 

 ２ 集中的に投資を必要とする幹線道路整備に必要な財源の拡充 

 ３ 生活道路の交通安全対策及び舗装修繕のための財源の拡充 

 ４ 上下水道施設の老朽化対策及び耐震性向上に対する国の財政支援制度における

採択基準の拡充と国費率の引上げ 

 ５ 上下水道事業における高金利建設企業債の借換制度の拡充（５％以上から 

  ３％以上への条件緩和） 

 

所管の省庁課：国土交通省（道路局国道・防災課，環境安全課，都市局街路交通施設課，街路交通施設課整備室，水

管理・国土保全局下水道部下水道事業課），総務省（自治財政局公営企業課公営企業経営室，地方債課），

厚生労働省（健康局水道課）） 

京都市の担当課：建設局（建設企画課長 福田敏男 TEL 075-222-3551，調整管理課長 谷口一朗 TEL 075-222-3568，  

        道路建設課長 石原敏彦 TEL 075-222-3577，道路環境整備課長 石塚 憲 TEL 075-222-3570， 

        立体交差化・広域幹線道路担当課長 森 知史 TEL 075-213-3659） 

上下水道局（経理課長 糸藤直之 TEL075-672-7721，管理課担当課長 小田原興TEL075-672-7743， 

計画課長 石田秀一 TEL075-672-7841） 



 

 

 

●●●●早急早急早急早急なななな橋橋橋橋りょうのりょうのりょうのりょうの耐震化耐震化耐震化耐震化，，，，老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策とととと道路道路道路道路のののの防災対策防災対策防災対策防災対策によるによるによるによる住民住民住民住民のののの生命線生命線生命線生命線のののの確保 確保 確保 確保 

 ・平成 23 年 12 月に，「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」を策定 

 ⇒対策が必要な橋りょう296橋のうち，平成28年度までに51橋の対策完了を目指す。 

  ・災害時において，人員・物資の搬送に必要なルート確保のため，道路防災の対策が 

 必要な 527 箇所のうち，399 箇所の対策を実施予定 

（老朽化が進行する橋りょう）     （橋りょうの耐震化 実施例）            （道路防災 実施例） 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 第 1 期プログラムの確実な遂行には，残残残残る 3る 3る 3る 3 年間年間年間年間（（（（平成 26 年度平成 26 年度平成 26 年度平成 26 年度～～～～平成 28 年度平成 28 年度平成 28 年度平成 28 年度））））でででで， ， ， ， 

 約 120 億円 約 120 億円 約 120 億円 約 120 億円の財源の確保が必要！ 

○ 第１期プログラム終了後も，引き続き取り組んで行く必要があり，対策が必要にも 

 関わらず，やむを得ず先送りしている橋りょうも含めると，今後 20 年間今後 20 年間今後 20 年間今後 20 年間でででで約 600 億 約 600 億 約 600 億 約 600 億 

 円 円 円 円もの膨大な予算が必要！ 

○ 緊急輸送道路に面する斜面の防災対策防災対策防災対策防災対策をスピードアップをスピードアップをスピードアップをスピードアップするために，その対策経  

 費として約 200 億円以上約 200 億円以上約 200 億円以上約 200 億円以上の財源の確保が必要! 
    
    
    
    

●●●●上下水道施設上下水道施設上下水道施設上下水道施設のののの整備 整備 整備 整備 

    本市の水道管路耐震化率は低い方から２番目 ⇒ 水道管耐震化のスピードアップ  

                                                が必要！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 水道，下水道ともに，改築更新や耐震化の推進などに多額の経費を要する。特に， 

 水道事業：地震対策上必要な事業は国庫補助の採択基準に合致せず，補助対象外  

であるため，採択基準採択基準採択基準採択基準のののの大幅大幅大幅大幅なななな緩和緩和緩和緩和がががが必要必要必要必要 

 下水道事業：老朽化した管きょの改築更新への国庫補助は，24 年度から対象の拡充（小 

 口径かつ布設後 50 年を経過したものも対象に追加）が行われたが，今後も引き続き， 

 長期長期長期長期にわたるにわたるにわたるにわたる対策対策対策対策のののの実施実施実施実施がががが必要必要必要必要であるためであるためであるためであるため，，，，継続的継続的継続的継続的にににに国国国国のののの財政支援財政支援財政支援財政支援がががが必要必要必要必要 

 

損傷状況（主桁の腐食） 

鋼板を巻いて補強 

コンクリートによる補強 

擁壁による斜面対策や 
落石防止柵による対策 

【水道耐震管の布設の様子】 
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11 安全対策及び長寿命化等を目的とした既設線の改修・更新へ

の支援など地下鉄事業に対する財政措置の拡充 

（総務省・国土交通省） 

 

京都市は，世界を魅了し続ける山紫水明の歴史・文化・観光都市であると同時に，

京都議定書誕生の地，環境先進都市であり，市バス・地下鉄と民間バス，私鉄等との

ネットワーク化に取り組むなど，公共交通優先のまちづくりを進めています。 

しかしながら，これを支える地下鉄事業の経営状況は極めて厳しく，平成 24 年度

決算では，累積資金不足額は309億円，資金不足比率は，経営健全化基準である20％

を上回る 31.9％に達するなど，本市財政にとって最大の課題であり，「京都市高速鉄

道事業経営健全化計画」を策定し，経営健全化に全力で取り組んでいます。 

こうした中でも，安全対策や防災対策をはじめとする鉄道の運行に必要な設備投資

は欠かせないことから，今後も相当の費用負担が生じることとなります。また，地下

鉄開業から30年以上が経過し，現行制度では補助対象となっていない既設線の改修・

更新事業にも多額の費用負担が見込まれます。 

さらに，平成 24 年度末の企業債等借入残高は 4,300 億円を超える巨額に上ってお

り，年間100億円近い利子償還が経営への大きな負担となっています。 

つきましては，地下鉄事業の経営健全化を進め，安全で快適な交通手段として将来

にわたって安定的に運営していくため，次のとおり求めます。 

提案・要望事項 

１ 鉄道施設の安全対策及び長寿命化等を目的とした既設線の改修・更新事業に対す

る補助制度の拡充 

２ 高金利建設企業債の借換制度の拡充（金利５％以上で未措置分の再実施，及び

５％以上から３％以上への条件緩和） 

 

所管の省庁課：総務省（自治財政局公営企業課，公営企業経営室，地方債課） 

国土交通省（鉄道局都市鉄道政策課）       

京都市の担当課：交通局 企画総務部 財務課長 長谷耕治 TEL 075-863-5080 
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（健全化計画実施前）

（（（（健全化計画実施後健全化計画実施後健全化計画実施後健全化計画実施後））））

    

 
 

●年間 5 千万人の観光客。1 日当たり旅客数約３３万９千人， 

市内鉄道輸送の約５０％を担う。 

●道路が狭あいで渋滞が慢性化する都心部における交通の大動脈 

●市民の利便性を向上させ，安心・安全な移動を確保する都市基盤 

●環境に優しい，景観に配慮したまちづくり（CO2 排出量は自家用車の約２０分の１） 

 ●市の重点政策である，ひとと公共交通を優先する「歩くまち・京都」の実現に大きな役割 
 
 

    

 

●地下鉄事業は建設費が巨額で，収支採算は 50 年 

 以上の長期間をかけて確保する性格の事業 

●本市では，東西線の建設がバブル期と重なった 

 こと等から建設費が高騰 

 （全線総額約 8,500 億円） 
 
 
 
    

  
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
●それでもなお累積資金不足は平成２４年度決算 
 の３０９億円から更に増加を続ける見込み。 
 

   

 

 

 

 

 
             
           ※平成 26 年度概算要求の状況 

             「トンネル，駅施設等の更新・改修を支援する新たな補助制度の創設」が盛り込まれている。 

              （事業費：15,873 百万円，国費：4,000 百万円） 

多額の建設費の返済等により，公営地下鉄事業者で唯一の経営健全化団体 多額の建設費の返済等により，公営地下鉄事業者で唯一の経営健全化団体 多額の建設費の返済等により，公営地下鉄事業者で唯一の経営健全化団体 多額の建設費の返済等により，公営地下鉄事業者で唯一の経営健全化団体 

更なる健全化のため，経営健全化計画を策定し，全市的な取組を実施 更なる健全化のため，経営健全化計画を策定し，全市的な取組を実施 更なる健全化のため，経営健全化計画を策定し，全市的な取組を実施 更なる健全化のため，経営健全化計画を策定し，全市的な取組を実施 

安全対策等を目的とした既設線の改修・更新への支援など地下鉄事業に対する財政措置安全対策等を目的とした既設線の改修・更新への支援など地下鉄事業に対する財政措置安全対策等を目的とした既設線の改修・更新への支援など地下鉄事業に対する財政措置安全対策等を目的とした既設線の改修・更新への支援など地下鉄事業に対する財政措置

京都を支える都市装置として地下鉄は不可欠 京都を支える都市装置として地下鉄は不可欠 京都を支える都市装置として地下鉄は不可欠 京都を支える都市装置として地下鉄は不可欠 

＜地下鉄事業の財政状況（平成 2４年度決算）＞ 

・経常収支 48 億円の赤字 

 ・累積資金不足額 309 億円 

  （全国の公営地下鉄事業者で最大） 

 ・資金不足比率 31.9％ 

 ・借入金残高約 4,300 億円 

 

＜経営健全化による累積資金不足の推移＞ ＜経営健全化による累積資金不足の推移＞ ＜経営健全化による累積資金不足の推移＞ ＜経営健全化による累積資金不足の推移＞ 

累
積
資
金
不
足
（
億
円
） 

地下鉄の果たす役割地下鉄の果たす役割地下鉄の果たす役割地下鉄の果たす役割 

地下鉄事業の財政状況地下鉄事業の財政状況地下鉄事業の財政状況地下鉄事業の財政状況 

経営健全化の推進経営健全化の推進経営健全化の推進経営健全化の推進 

                    ・開業 30 年を経過し，既設線の改修・更新事業が本格化 ※ 

                       → 経営健全化計画期間中(平成 22～30 年度)の所要経費約 400 億円 

                      ・借入利率 3％以上の高金利建設企業債の残高約 600 億円 

＜経営健全化計画の主な取組内容＞ ＜経営健全化計画の主な取組内容＞ ＜経営健全化計画の主な取組内容＞ ＜経営健全化計画の主な取組内容＞ 

 ① 収入増加策 ① 収入増加策 ① 収入増加策 ① 収入増加策 

 ・お客様数一日あたり５万人増加 

 ・駅ナカビジネスの更なる拡充 

  年間収入目標 10 億円（平成 30 年度） 

 ② 総人件費の削減 ② 総人件費の削減 ② 総人件費の削減 ② 総人件費の削減 

 ・駅職員業務の民間委託化拡大等による職員削減 

 ③ 一般会計の支援 ③ 一般会計の支援 ③ 一般会計の支援 ③ 一般会計の支援 

    ・経営健全化出資の拡充 など    

経営健全化計画を実施

後も，なお累積資金不

足は，最大約 815 億円

にまで拡大 

（健全化計画実施前）

大きな財政負担 

提案・要望事項提案・要望事項提案・要望事項提案・要望事項 

  〇 鉄道施設〇 鉄道施設〇 鉄道施設〇 鉄道施設のののの安全対策及安全対策及安全対策及安全対策及びびびび長寿命化等長寿命化等長寿命化等長寿命化等をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした既設線既設線既設線既設線のののの改修改修改修改修・・・・更新事業 更新事業 更新事業 更新事業     

     に     に     に     に対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度のののの拡充 拡充 拡充 拡充 

  〇 高金利建設企業債  〇 高金利建設企業債  〇 高金利建設企業債  〇 高金利建設企業債のののの借換制度借換制度借換制度借換制度のののの拡充拡充拡充拡充（（（（金利金利金利金利５５５５％％％％以上以上以上以上でででで未措置分未措置分未措置分未措置分のののの再実施再実施再実施再実施， ， ， ， 

     及     及     及     及び５び５び５び５％％％％以上以上以上以上から３から３から３から３％％％％以上以上以上以上へのへのへのへの条件緩和条件緩和条件緩和条件緩和） ） ） ） 

要要要要    

望望望望 

（（（（健全化計画実施後健全化計画実施後健全化計画実施後健全化計画実施後） ） ） ） 



 

12 地方交付税の必要額の確保など大都市財政の実態を踏まえた

財源の確保 

（総務省） 

 

 大都市特有の行財政需要や事務権限に対応した税財政制度とし，指定都市が成長戦

略拠点として日本の発展を一層牽引していくため，次のとおり提案します。 

提案・要望事項 

１ 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

   地方交付税総額については，歳出特別枠や別枠加算を維持するとともに，社

会保障と税の一体改革に伴う地方負担を含めて，地方の財政需要や地方税など

の収入を的確に見込むことで，必要額を確保すること 

   地方財源不足の解消は，地方交付税の法定率引上げによって対応すべきであ

り，臨時財政対策債は速やかに廃止すること 

   平成２５年度の地方交付税に関しては，地方固有の財源である地方交付税を

地方公務員給与の引下げの要請手段として用いたと受けとめざるを得ず，こう

した一方的な国の政策目的を達成するための削減は，今後行わないこと 

   地方交付税の算定に当たり大都市特有の財政需要を的確に反映させること 

２ 平成２６年度税制改正 

   自動車取得税及び自動車重量税の見直しに伴う代替財源の確保 

  ア 自動車取得税の見直し及び廃止に当たっては，市町村に減収が生ずること

のないよう，安定的な代替税財源を確保すること 

  イ 自動車重量税について減収を伴う見直しを行う場合も，減収に見合う税財

源を確保すること 

   償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持 

  ・ 償却資産に対する固定資産税については，国の経済対策などの観点からの

見直しを行うべきではなく，現行制度を堅持すること 

   法人住民税法人税割の地方交付税原資化への反対 

  ・ 地方公共団体間の財政力の格差の是正は必要であるが，地方税財源拡充の

中で行われるべきであって，真の分権型社会の実現に反する法人住民税法

人税割の地方交付税原資化は，容認できないものであること 

 

所管の省庁課：総務省（自治財政局財政課，調整課，交付税課，自治税務局企画課，市町村税課）  

京都市の担当課：行財政局 財政部 財政課 資金調達・財源調整担当課長 平野 徹 TEL 075-222－3288 

               行財政局 税務部 税制課 税制企画担当課長 佐藤 晋一  TEL 075-213-5200   
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地方交付税＋臨時財政対策の減

△256億円（△20％）

 

 
【国における検討状況】 

    

 

 

 

 

【本市における税収等の額】 

項 目 平成 24 年度決算額 

自動車取得税交付金 約 14 億円 

自動車重量譲与税 約 18 億円 

固定資産税 

（償却資産のうち機械及び装置） 
約 28 億円 

 

  

地方交付税の改革 

この間の市税収入の増（25 年度予算ベースで 

65 億円）を大きく上回る削減額 

⇒地方交付税総額確保が必要！ 

臨時財政対策債が 

占める割合 45％ 

25 年度地方交付税 

⇒ピーク時（12 年度） 

から 

△571 億円減△571 億円減△571 億円減△571 億円減    
（△50%） （△50%） （△50%） （△50%） 

臨時財政対策債の発行等による負担の先送りではなく， 

法定率の引き上げによる地方財源不足額の解消が必要！ 

国における税財政制度の見直し 

これらのこれらのこれらのこれらの見直見直見直見直しがしがしがしが実施実施実施実施されたされたされたされた場合場合場合場合，，，，市町村市町村市町村市町村のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤がががが大大大大きくきくきくきく損損損損なななな

われわれわれわれ，，，，安定的安定的安定的安定的なななな行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供にににに多大多大多大多大なななな支障支障支障支障がががが生生生生じかねないじかねないじかねないじかねない！！！！    

歳出特別枠が廃止された場

合の本市への影響 

⇒地方交付税及び臨時財政 

 対策債の減 △54 億円 

 

 ○ 地方財政計画の歳出特別枠（1.5 兆円）の廃止⇒その分地方交付税（臨財債を含む。）が減少 

 ○ 地方財政計画の別枠加算（1兆円）の廃止⇒地方交付税から臨財債へ振り替え 

 ○ 自治体の収入となる自動車取得税や自動車重量税の見直し 

 ○ 償却資産の固定資産税について見直し 

 ○ 法人住民税法人税割を一部国税化して地方交付税の原資とする見直し 


